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様式第７号（第18第２項） 

 

業 務 等 質 問（回 答）書 

提出日：令和８年６月８日 

発 注 機 関 名 長野県佐久地域振興局 公  告  日 令和８年５月18日 

業 務 名  

業 務 箇 所 名 

プルーンのスタンプラリーイベント業務 

質問書提出者 所 在 地  

商 号 又 は 名 称  

電      話  

担当者 所属・氏名  

質 問 内 容 １．仕様書4(1)ア：使用するプルーン品種について 

推奨品種の記載がございますが、この規定の主な意図についてご確認させ

てください。 

①広報物、SNS等での情報発信において当該品種を前面に打ち出すこと、と

理解してよろしいでしょうか。 

②仕様書4(1)オにて、「事業運営あたっては、企画・広報・運営内容につ

いて参加店舗等と調整を行う～」との記載がございますが、参加店舗が提

供する商品に当該品種を使用するよう、受託者が店舗へ働きかける（調整・

提案する）ことも業務に含まれると理解してよろしいでしょうか。 

２．仕様書4(1)ウ：参加施設等について 

「委託者の指定する10店舗程度の施設とする」との記載がございますが、 

店舗の選定および事前交渉等は受託者の業務に含まれますでしょうか。 

また、スケジュール上、店舗確定の時期につきましても目安をご教示くだ

さい。 

３．仕様書4(1)オ：イベントの広報方法について 

紙媒体の見積りにあたり、部数の指定や目安がございましたらご教示くだ

さい。 

４．その他：過去実績について 

過去実施された企画において、参加者数等の開示いただける情報について

ご教示ください。 
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回答日：令和８年６月11日 

回 答 １① 

情報発信においては、佐久地域が美味しいプルーンの産地であることとイ

ベントの内容を前面に打ち出してください。 

なお、推奨品種を含む佐久地域で生産されているプルーンの品種等の紹介

については、業務仕様としていませんので、提案していただければと存じ

ます。 

 

１② 

御認識のとおりです。 

なお、推奨品種の使用については、予め委託者から参加店舗に依頼し、承

諾を得ています。 

 

２ 

イベントは予め委託者が交渉し、参加承諾を得た10店舗程度の施設で行う

ので、店舗の選定や事前交渉は委託業務には含まれません。なお、参加店

舗との打合せ等は委託業務に含まれます。 

また、参加交渉中の店舗が数店舗ありますが、参加店舗は７月上旬を目安

に確定する予定です。 

 

３ 

部数の指定・目安はございません。 

配布場所・方法等を含め提案していただきます。 

 

４ 

昨年度の実施報告書を提供します。 

 


